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９．アクセス道路 

「次期中間処理施設整備事業 施設整備基本計画 平成28年４月」では、図9-3 に示す８ルー

トを検討した結果、ルート１の優位性が確認され、今後は地域振興策との連携を考慮し、詳細

な検討を行うこととしている。 

本検討においては、ルート１のほか、地域振興策との共用を考慮し、施設整備基本計画時の

検討ルートであったルート４を加えた２ルートでの「道路概略設計」を実施し、最適ルートを

抽出した。図9-1 に検討フローを示す。 

 

ルート１「道路概略設計」の実施 

５ルートによる検討 

 

 

ルート４「道路概略設計」の実施 

７ルートによる検討 

 

 

最適ルートの選定 

 

 

地域道路への接続を考慮した、 

最適ルート案の拡張計画の選定 

図9-1 アクセス道路最適ルート抽出 検討フロー 

 

表 9-1,2 及び 図 9-4,5 に検討結果を示す。 

 なお、道路の設計条件は図 9-2 に示す、市道 00‐122 号線（松崎・吉田線）と同等とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-2 アクセス道路設計条件 

市道 00‐122号線（松崎・吉田線） 
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図 9-3 アクセス道路検討ルート（次期中間処理施設整備事業 施設整備基本計画 平成 28 年４月）
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ルート１
-1（当初）

ルート１
-2

ルート１
-3

ルート１
-4

ルート１
-5（最終案）

1 ７２０ｍ ７００ｍ ５３０ｍ ５７０ｍ ７３０ｍ

造成高-10m  8m (8m～16m) 最急勾配　5.0％ －－－ －－－ －－－ －－－

造成高-5m 13m (8m～21m) 最急勾配　8.0％ 11.7m (9.3m～21m) 最急勾配　6.0％ 14.0m（7.0m～21m）最急勾配　4.1％ 14.0m（7.0m～21m）最急勾配　4.1％ 13.6m (7.4m～21m) 最急勾配　4.0％

造成高0m 18m (8m～26m) 最急勾配 10.0％ －－－ 19.0m（7.0m～26m）最急勾配　5.8％ 19.0m（7.0m～26m）最急勾配　5.7％ 18.6m (7.4m～26m) 最急勾配　5.7％

造成高-10m

造成高 -5m

造成高  0m

30万円/ｍ　（造成高 -10,-5, 0m） 16万円/ｍ　（造成高 -5m） －－－ －－－ 15万円/ｍ　（造成高 0m）

造成高-10m －－－ －－－ －－－ －－－ －－－

造成高 -5m －－－ １．０３億円 －－－ －－－ －－－

造成高  0m ０．５億円 －－－ －－－ －－－ ０．５７億円

造成高-10m －－－ －－－ －－－ －－－

造成高 -5m ＋液状化対策費

造成高  0m －－－

5 既存道路周辺耕作地への耕作車両

6 影響が少ない

7
・造成高FH=26.0mの計画であれば地域振興エ
リアへのアクセスが可能。造成高FH=21.0mで
あれば一般車両と搬入車両を分離できる。

8 障害が少なく、容易

・市道の計画とアクセス道路との接続位置が
不整合であり、接続位置の修正が必要とな
る。
・現道を極力活用しているが、道路曲線R≦
60以下となり、道路構造令より不適となる。

・山側に現道を残すことになり、利用しにく
い余剰地が発生してしまう。
・計画市道から中間処理施設までの専用的な
道路となり、組合側での維持管理となる可能
性があり好ましくない。

・市道の計画とアクセス道路との接続位置を
換え線形をシンプルにできるが、より多くの
用地が必要なり経済性に劣る。
・山側に余剰地が発生してしまう。
・計画市道から中間処理施設までの専用的な
道路となり、組合側での維持管理となる可能
性があり好ましくない。

・アクセス道路終点左側の山林への影響を最
小限にするため、山林に平行となるルートと
する。
・市道の計画とアクセス道路との接続位置を
換え線形をシンプルにできるが、より多くの
用地が必要なり経済性に劣る。
・計画市道から中間処理施設までの専用的な
道路となり、組合側での維持管理となる可能
性があり好ましくない。

・丁字交差点計画および造成地の計画高によ
り搬入、一般交通車両の供用・分離どちらも
可能。
・アクセス道路終点左側の山林への影響を最
小限にするため、山林に平行となるルートと
する。

× × △ △ ◎

※アクセス道路の幅員は、市道00‐122号線（松崎・吉田線）（幅員10ｍ）と同程度（片側１車線対面通行・片側歩道）

※比較段階につき、地権者数、筆数については実数比較とせず、地権者数等の多（41以上）、少（40以下）での比較とする。

総合評価

＋液状化対策費

10 評　価

 事業難易度

9 備　考

 既存道路の利用状況

 搬入車両の往来による
　　周辺地区への影響

 搬入車両と一般交通
　　車両の通行の分離

－－－

＋液状化対策費 ＋液状化対策費

－－－

＋液状化対策費

既存道路周辺耕作地への耕作車両

影響が少ない

・地域振興エリアへのアクセスに不適のため、一般車両と搬入車両とをほぼ完全に分離できる

既存道路の拡幅及び一部新設　地権者数等：少
既存道路の拡幅及び一部新設

地権者数等：少

単価説明

擁壁分

その他

4
 アクセス道路に活用する
　　用地等

１．１１億円（工事費）

総延長

2 高 低 差

3

整
備
コ
ス
ト

道路分 ２．２億円（工事費） １．１２億円（工事費）

・液状化区域の通過が200ｍ程度あり、対策
が必要となる。

・総延長距離が短く、造成地の計画高により
搬入・一般交通車両の供用・分離どちらも可
能。

障害が少なく、容易

・液状化しやすい区域を通過する距離が200ｍ程度あり、対策が必要となる

・総延長距離が短く、搬入・一般交通車両の分離が可能
・総延長距離が短く、搬入・一般交通車両の分離が可能。
・既存道路を現状のまま使用する代わりに、耕作地を横断して計画することになる。

表 9-1 アクセス道路ルート１ 比較検討結果 
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図 9-4 アクセス道路検討ルート１ 検討ルート一覧 
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ルート４
-1（当初）

ルート４
-2

ルート４
-3

ルート４
-4

1 ５６０ｍ ５８０ｍ ４７０ｍ ４００ｍ

造成高-10m －－－ －－－ －－－

造成高-5m －－－ 14.4m (6.6m～21m) 最急勾配　6.7％ 14.4m (6.6m～21m) 最急勾配　6.8％

造成高0m 19.4m (6.6m～26m) 最急勾配　6.7％ －－－ －－－

造成高-10m

造成高 -5m

造成高  0m

30万円/ｍ　（造成高 -10,-5, 0m） －－－ 42万円/ｍ　（造成高 -5m） 41万円/ｍ　（造成高 -5m）

造成高-10m ０．７億円 －－－ －－－ －－－

造成高 -5m －－－ －－－ １．９９億円 １．８１億円

造成高  0m －－－ －－－ －－－ －－－

造成高-10m －－－ －－－ －－－

造成高 -5m －－－ ＋液状化対策費＋法面補強費＋伐採費 ＋液状化対策費＋法面補強費＋伐採費

造成高  0m ＋液状化対策費＋法面補強費＋伐採費 －－－ －－－

5

6

7

8

・現道を一部極力活用しているが、道路曲線
 R≦60以下となり、道路構造令より不適となる
・土砂災害特別警戒区域内の占用となり、法面
補強等の対策が必要となり好ましくない

・道路曲線としてR≦60以下の区間を設置しない
と中間処理施設への接続が不自然な線形となり、
したがって、道路構造令より不適となる
・土砂災害特別警戒区域内の占用となり、法面
補強等の対策が必要となり好ましくない

・中間処理施設へ直接アクセス可能な縦断勾配
とすると、地域振興エリアに対して掘込道の形態
になり経済性に劣る
・将来、地域振興エリアとのアクセスが容易でない
・土砂災害特別警戒区域内の占用となり、法面
補強等の対策が必要となり好ましくない

・中間処理施設への接続位置を西側とした
・中間処理施設へ直接アクセス可能な縦断勾配
とすると、地域振興エリアに対して掘込道の形態
になり経済性に劣る
・将来、地域振興エリアとのアクセスが容易でない
・土砂災害特別警戒区域内の占用となり、法面
補強等の対策が必要となり好ましくない

× × △ △

※アクセス道路の幅員は、市道00‐122号線（松崎・吉田線）（幅員10ｍ）と同程度（片側１車線対面通行・片側歩道）

※比較段階につき、地権者数、筆数については実数比較とせず、地権者数等の多（41以上）、少（40以下）での比較とする。

・液状化区域の通過が100ｍ程度あり、対策が必要となる。
・土砂災害特別警戒区域に面し、法面補強等の対策が必要になる。

・土砂災害特別警戒区域に面する区域があり、災害時の拠点化の観点から懸念がある。
・搬入、一般交通車両の分離ができない。

・土砂災害特別警戒区域に面する区域があり、災害時の拠点化の観点から懸念がある。
・施設造成高がＧＬ-5.0となり、搬入、一般交通車両の分離となる

総延長

2 高 低 差
18m (8m～26m)

最急勾配　9.0％

4
 アクセス道路に活用する
　　用地等

１．９９億円（工事費）

単価説明

擁壁分

その他 ＋液状化対策費＋法面補強費＋伐採費

3

整
備
コ
ス
ト

道路分 １．７億円 －－－

既存道路の拡幅及び一部新設　地権者数等：少

１．６７億円（工事費）

 既存道路の利用状況

 搬入車両の往来による
　　周辺地区への影響

 搬入車両と一般交通車両の
　　通行の分離

既存道路周辺耕作地への耕作車両

影響が少ない

・地域振興エリアへのアクセスには有利なルートであり、分離できない可能性が高い。 ・地域振興エリアへのアクセスは無理なルートであり完全分離となる（搬入車両占用道路）

総合評価

 事業難易度

9 備　考

10 評　価

計画道路が山林を横断する形になり、さらに土砂災害特別警戒区域に面しているため、事業難易度が高い。

表 9-2 (1) アクセス道路ルート４ 比較検討結果（１） 
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ルート４
-5

ルート４
-6

ルート４
-7（最終案）

1 ４００ｍ ６３０ｍ ４００ｍ

造成高-10m －－－ －－－ －－－

造成高-5m 14.4m (6.6m～21m) 最急勾配　6.3％ －－－ －－－

造成高0m －－－ 19.4m (6.6m～26m) 最急勾配　9.6％ 19.4m (6.6m～26.6m) 最急勾配　7.3％

造成高-10m

造成高 -5m

造成高  0m

－－－ －－－ 21万円/ｍ　（造成高 0m）

造成高-10m －－－ －－－ －－－

造成高 -5m －－－ －－－ －－－

造成高  0m －－－ －－－ １．８０億円

造成高-10m －－－ －－－ －－－

造成高 -5m ＋液状化対策費＋法面補強費＋伐採費 －－－ －－－

造成高  0m －－－ ＋液状化対策費＋法面補強費＋伐採費 ＋液状化対策費＋法面補強費＋伐採費＋回転場

5

6

7
・地域振興エリアへのアクセスは無理なルートであり完全分離となる
（搬入車両占用道路）

8

・中間処理施設への接続位置を西側とし、出入り口をルート１と共用可
能とできる
・中間処理施設へ直接アクセス可能な縦断勾配とすると、地域振興エリ
アに対して掘込道の形態になり経済性に劣る
・将来、地域振興エリアとのアクセスが容易でない
・土砂災害特別警戒区域内の占用となり、法面補強等の対策が必要とな
り好ましくない

・現況市道への接続を可能しているが、計画市
道との接続の縦断勾配 i＞5％以上となり道路構
造令より不適となる。
・将来、地域振興エリアとのアクセスが容易となる
・土砂災害特別警戒区域内の占用となり、法面
補強等の対策が必要となり好ましくない

・中間処理施設へ直接アクセス可能な縦断勾配とし、地域振興エリアへ
のアクセスは地域振興エリア計画内において考慮する
・中間処理施設までを市道扱いとできる
・一般車の誤進入の対処のため、回転場を設ける
・土砂災害特別警戒区域内の占用となり、法面補強等の対策が必要とな
り好ましくない

△ × ○

※アクセス道路の幅員は、市道00‐122号線（松崎・吉田線）（幅員10ｍ）と同程度（片側１車線対面通行・片側歩道）

※比較段階につき、地権者数、筆数については実数比較とせず、地権者数等の多（41以上）、少（40以下）での比較とする。

・土砂災害特別警戒区域に面する区域があり、災
害時の拠点化の観点から懸念がある

・土砂災害特別警戒区域に面する区域があり、災
害時の拠点化の観点から懸念がある
・搬入、一般交通車両の分離ができない。

・土砂災害特別警戒区域に面する区域があり、災
害時の拠点化の観点から懸念がある
・搬入、一般交通車両の分離ができない。

・液状化区域の通過が100ｍ程度あり、対策が必要となる。
・土砂災害特別警戒区域に面し、法面補強等の対策が必要になる。

2

－－－ －－－ ０．８５億円（工事費）

 既存道路の利用状況

 搬入車両の往来による
　　周辺地区への影響

 搬入車両と一般交通車両の
　　通行の分離

 事業難易度

9 備　考

10 評　価

計画道路が山林を横断する形になり、さらに土砂災害特別警戒区域に面しているため、事業難易度が高い。

・地域振興エリアへのアクセスには有利なルートであり、分離できない可能性が高い。

影響が少ない

既存道路の拡幅及び一部新設
地権者数等：少

既存道路周辺耕作地への耕作車両

総合評価

総延長

高 低 差

整
備
コ
ス
ト

道路分

単価説明

擁壁分

その他

 アクセス道路に活用する
　　用地等

3

4

表 9-2 (1) アクセス道路ルート４ 比較検討結果（２） 
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図 9-5 アクセス道路検討ルート４ 検討ルート一覧 
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また、最適ルート１－５をもとに、地域住民の要望である「地域道路」への接続を考慮した、

ルート２案を設定し、最適案を選定した結果を 表9-3、図9-6 に示す。 

 

表9-3 「地域道路」への接続を考慮したルートの選定 

 
案 １ 案 ２ 

道路平面線形 

建設予定地及び地域道路へのアクセ

スに特に問題はない。 

○ 

建設予定地及び地域道路へのアクセ

スに特に問題はない。 

○ 

道路縦断勾配 
案２に比べ、勾配が大きくなる。 

△ 

案１に比べ、勾配が小さくなる。 

○ 

交差点形状 

建設予定地と地域道路への交差点部

が曲線と直線となり、かつ、地域道

路への道路幅が狭くなることから地

域道路へのアクセスに懸念がある。 

△ 

一般的な交差点形状であり、特に問

題はない。 

 

 

○ 

印西市認定道

路への移管 

印西市認定道路への移管が可能であ

るが、建設予定地地に繋がる専用道

路部（非移管区間）が若干長くなる。 

 

△ 

印西市認定道路への移管が可能であ

り、建設予定地地に繋がる専用道路

部（非移管区間）が案１より若干短

くなる。 

○ 

地域道路を拡

幅する場合へ

の対応 

交差点の範囲が広くなるため、特に

歩道の横断に危険が伴う恐れがあ

る。 

△ 

交差点の範囲を最小限に抑えられ、

信号の設置も容易である。 

 

○ 

評  価 △ ○ 
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図 9-6 アクセス道路最適ルート１－５ 地域道路への接続（案） 


